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地域密着型金融推進計画の進捗状況（要約） 
 
Ⅰ．大項目毎の進捗状況、新得状況に対する分析・評価及び今後の課題 
 

17 年 4 月～18 年 3月の進捗状況 
大項目 

 
17 年 10 月～18 年 3月の進捗状況 

18 年 3 月までの進捗状況に対する分析・評価及び今後の
課題（18 年 3 月までの成果、今後の課題に対する対応方
針等を含む） 

① 事業再生・中小企
業金融の円滑化 

・産学官等との連携を強化、PFI 事業に対する融資の取組み等、

新事業創出や事業再生支援を更に推進しました。 

・法人支援課に中小企業診断士を 2 名増員し、経営改善支援先

100 先に対し、平成 17 年度において、23 先をランクアップす

ることが出来ました。 

・「目利き力」を備えた人材を育成するために外部研修等へ職

員を派遣し、2名が中小企業診断士の資格を取得しました。

・政府系金融機関等との業務提携、産学官連携を強化し、事業

創出や事業再生支援を行いました。 

・経営改善支援先 100 先に対し、平成 17 年度下期において、11

先をランクアップすることが出来ました。 

・新たに職員 2名が中小企業診断士の資格を取得しました。 

・産学官や政府系金融機関などの外部機関との更なる連携強化・情

報収集を行い、融資等の支援実績の増加を図るなど中小企業金融

の充実を図ります。 

・多様な事業再生手法や外部機関の事業再生機能の一層の活用を図

り、事業再生企業先数の増加を図ります。 

・専門知識を持った職員など、企業の「目利き」が出来る職員の

育成のため、内部研修を実施するとともに、中小企業大学校、豊

橋創造大学大学院や各種研修への職員派遣を継続して行ってい

きます。 

② 経営力の強化 

・リスク量について理事会への報告を開始しました。 

・市場関連リスクにおける「有価証券の市場関連リスクの許容

限度額」を設定しました。 

・役務取引における手数料収入の増加を図りました。 

・不正プログラム発見システムの導入等の安全管理措置を実施

して、適切な顧客情報の管理・取扱いを行いました。 

・上期に引続き、リスク量を理事会に報告するとともに、市場

関連リスクにおける「有価証券の市場関連リスクの許容限度

額」を毎月常務会に報告し、四半期毎開催されるリスク管理

委員会にて協議・検討をしました。 

・「投資信託」で新たに 3 つの商品を追加して、役務取引にお

ける手数料収入の増加を図りました。 

・「常務会」、「リスク管理委員会」および「理事会」に報告・協議

等することにより、引続きリスク管理態勢の充実を図ります。 

・平成 19 年 3 月末からのバーゼルⅡの導入に備え、信用リスクは

「標準的手法」、オペレーショナルリスクは「基礎的手法」の採

用など、導入に向けた準備を行っていきます。 

・法令等遵守状況の確認、法令等の制定・改廃などに迅速に対応

し、更なる法令遵守態勢の確立を図ります。 

③地域の利用者の利
便性向上 

・ディスクロージャー誌配布時や総代懇談会にて意見収集を行

いました。 

・質問および相談等の担当部署等をホームページへの掲載を行

い、分かりやすい情報開示の推進をしました。 

・平成 17 年 9 月に「お客様相談所」の設置など、顧客の利便

性の向上に向けた取組みを行いました。 

・総代懇談会を開催し、地域貢献活動などについて説明して、

地方紙にも公表しました。 

・18 年 2月に利用者満足度アンケート調査を実施し、経営への

反映を検討しました。 

・社会貢献活動として「第 10 回とよしんクラシックコンサート」

の開催し、入場料を豊橋市へ寄付しました。 

・引続き総代や主要取引先からの意見聴取を行うほか、利用者満足

度アンケートの充実を図り、地域の特性や利用者ニーズを踏まえ

た金庫経営を行っていきます。 

・「お客様相談所」の機能強化の検討を行い、顧客への周知を進め、

その利用度の向上を図ります。 

・現在行っている地域貢献活動が会員や地域に対してどのように役

立っているのか検証し、今後の活動に反映させるとともに、地域

貢献活動の情報開示を行っていきます。 

 
 

（豊 橋 信 用 金 庫） 
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Ⅱ．アクションプログラムに基づく個別項目の計画の進捗状況 
 

実施スケジュール 進 捗 状 況 
項    目 具体的取組策 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 17 年度 17年 10月～18年 3月 
備  考 

１．事業再生・中小企業金融の円滑化       

(1) 創業・新事業支援機能等の強化       

 ① 業種別担当者の配置等融資審査機能の強化 ・業種の特徴を捉えた研修を実
施（融資トレーニー研修・業
種別アドバイスポイント講
座等）および外部研修へ職員
を派遣します。 

・中小企業診断士の資格取得

者の増員や豊橋創造大学大

学院修士課程経営情報学研

究科(起業経営情報学、会計

学)への職員派遣など、専門

知識習得者を配置した融資

審査態勢の強化に努めま

す。 

・具体的事例に基づいた「融資
トレーニー研修」を実施し、
業種の特徴を捉えた審査手法
を強化します。 

・業種別の審査能力を高めるた
め「業種別アドバイスポイン
ト講座」を実施するとともに、
全国信用金庫協会等が主催す
る外部研修に職員を派遣しま
す。 

・専門知識習得者の育成のた
め、中小企業診断士通学講座
や豊橋創造大学大学院修士課
程経営情報学研究科(起業経
営情報学、会計学)への職員の
派遣を引続き検討します。 

・前年度の取組みを継
続するとともに、取
組実績を検証し、そ
れを踏まえた効果
的な施策を検討し
ます。 

・融資トレーニー研修を 5日間実施しました
（17年 4月・5名参加）。 

・全国信用金庫協会主催の「目利き力養成基
礎講座」に 2 名、「目利き力養成ステップ
アップ講座」に3名の職員を派遣しました。

・豊橋創造大学大学院修士課程経営情報学研
究科(起業経営情報学、会計学)派遣職員 1
名が卒業し（18 年 3 月）、引続き職員を派
遣するため、職員 1 名が同大学院を受験し
合格しました（17年 11 月）。 

・中小企業診断士 1 次試験合格の職員 1 名が
2次試験に合格し（17年 12 月）、平成 17 年
4 月より中小企業大学校に派遣していた職
員 1 名が同大学校を卒業し、中小企業診断
士の資格を得ました（計 2 名の職員が新た
に資格取得）。このほか、1名の職員が中小
企業診断士 1次試験に合格しました（17年
8月）。 

・「業種別アドバイスポイント講座」を開催
しました（17年 10 月・28 名参加）。 

・「介護事業に関する融資取扱い資料」を作
成し、融資担当役席会議で勉強会を実施し
ました（17年 11 月･32 名参加）。 

・農業に関する融資手法研究を行いました。

・「業種別アドバイスポイント講座」
を開催しました。（17年 10 月・28
名参加）。 

・「介護事業に関する融資取扱い資
料」を作成し、融資担当役席会議
で勉強会を実施しました（17年 11
月・32 名参加）。 

・農業に関する融資手法の研究を行
いました。 

・引続き豊橋創造大学大学院修士課
程経営情報学研究科(起業経営情
報学、会計学)へ職員を派遣するた
め、職員 1 名が同大学院を受験し
合格しました（17年 11 月）。 

・中小企業診断士 1 次試験合格者の
職員 1名が 2次試験に合格し、中
小企業診断士の資格を得ました
（17年 12 月）。また、平成 17年 4
月より中小企業大学校に派遣して
いた職員 1 名が同大学校を卒業し
（18 年 3 月）、中小企業診断士の
資格を得ました（計 2 名の職員が
新たに資格取得）。 

 

 

 ②  産学官とのネットワークの構築・活用など更なる連携強化 ・文部科学省の「都市エリア産
学官連携促進事業（発展型）」
に関わる企業等から情報収
集を進め、融資等の支援を行
います。 

・「東海地区産業クラスターサ
ポート金融会議」および「関
東甲信越・静岡地域産業クラ
スターサポート金融会議」に
出席し、情報収集を行いま
す。 

・豊橋中小企業支援センターを
訪問し、情報共有を図り、創
業者等に対して融資等の支
援を行います。 

 

・豊橋技術科学大学の知的財
産・産学官連携本部会議に出
席し、産学官連携に関する情
報収集を行います。 

・「東海地区産業クラスターサ
ポート金融会議」や「チタノ
ミックス研究会」に出席し、
情報収集を行います。 

・「東三河ビジネスプランコン
テスト」の実行委員会に出席
するとともに、当金庫役員を
審査員として派遣します。 

・平成 17 年度からスタートす
る「都市エリア産学官連携促
進事業（発展型）」について情
報収集を行い、その中核機関
の株式会社サイエンスクリエ
イトに対して、つなぎ融資を
実行します。 

・農業経営者に対する融資商品
や商店街活性化のための商業
者向け融資商品を開発しま
す。 

・前年度の取組みを継
続するとともに、取
組実績を検証し、そ
れを踏まえた効果
的な施策を検討し
ます。 

・豊橋技術科学大学の知的財産・産学官連携
本部会議に出席し、産学官連携の推進に関
する情報収集を行いました。 

・「東海地区産業クラスターサポート金融会
議」に出席し、情報収集を行いました。 

・当地域で産業クラスター計画に参画してい
る企業 2 先について、つなぎ融資等での支
援を行いました（93百万円）。 

・東海地区の産業クラスター計画の研究会の
「チタノミックス研究会」に出席し、情報
収集を行った。 

・「東三河ビジネスプランコンテスト」の実行
委員会、審査会に出席し、新規事業先への
支援を行いました。 

・「都市エリア産学官連携促進事業（発展型）」
の中核機関の株式会社サイエンスクリエイ
トに対して、委託費が交付されるまでのつ
なぎ融資を実行しました(30 百万円)。 

・豊橋中小企業支援センターと連携し、創業
を計画している先等についての情報交換等
を行い、融資等の支援を行いました（平成
17年度実績－融資実行 7先 21 百万円）。 

・農林漁業金融公庫と業務協力に関する覚書
の締結を行い、農業者に対する融資等につ
いての連携を強化しました。 

・「東海地区産業クラスターサポート
金融会議」に出席し、情報収集を行
いました。 

・当地域で産業クラスター計画に参
画している企業 1先について、つな
ぎ融資での支援を行いました（42
百万円）。 

・東海地区の産業クラスター計画の
研究会の「チタノミックス研究会」
に出席し、情報収集を行いました。 

・「東三河ビジネスプランコンテス
ト」の審査会（18 年 1 月）に出席
し、新規事業先への支援を行いまし
た。 

・豊橋中小企業支援センターと連携
し、創業を計画している先等につい
ての情報交換等を行い、融資等の支
援を行いました（平成 17 年度下期
実績－融資実行 5先 13 百万円）。 

・農林漁業金融公庫と業務協力に関
する覚書の締結を行い（17 年 11
月）、農業者に対する融資等につい
ての連携を強化しました。 

 

 
（豊 橋 信 用 金 庫） 
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実施スケジュール 進 捗 状 況 
項    目 具体的取組策 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 17 年度 17年 10月～18年 3月 
備  考 

１．事業再生・中小企業金融の円滑化       

(1) 創業・新事業支援機能等の強化       

 ③ 地域におけるベンチャー企業向け業務に係る外部
機関等との連携強化 

・国民生活金融公庫、中小企業
金融公庫および商工組合中央
金庫との間で情報共有・融資
実行（協調融資を含む）を更
に進めます。 

・株式会社サイエンスクリエイ
トが実施するベンチャービジ
ネスフォーラム、新事業創出
研究会等の事業に参加し、情
報収集を行うとともに、新事
業に取組んでいる先等に対し
て融資等の支援を行います。

・政府系金融機関と情報交換を
行い、取引先企業に対して融
資等の支援を行っていきま
す。 

・株式会社サイエンスクリエイ
トが実施する新事業創出研究
会等に参加し、情報収集を行
います。 

・前年度の取組みを継
続するとともに、取
組実績を検証し、そ
れを踏まえた効果
的な施策を検討し
ます。 

・国民生活金融公庫の担当者を講師に招き、
営業店の担当者向けに公庫の融資制度に関
する説明会を開催しました。 

・独立行政法人福祉医療機構、農林漁業金融
公庫、独立行政法人中小企業基盤整備機構、
株式会社整理回収機構および日本政策投資
銀行と業務連携に係る覚書を締結しまし
た。 

・平成 17年度連携実績 
＜国民生活金融公庫＞ 
融資案件を 7 件紹介し、4 件、38 百万
円の融資を受けました。（当金庫協調融
資は 1件、3百万円）。 

＜商工組合中央金庫＞ 
商工組合中央金庫と連携してシンジケ
ートローンを 1件実行しました。（平成
17年度融資総額 780 百万円、うち当金
庫融資額 156 百万円） 

＜農林漁業金融公庫＞ 
融資案件を 4件紹介し、3件、477 百万
円の融資を受けました。（当金庫協調融
資は 2件 34 百万円）。 

・株式会社サイエンスクリエイトが実施する
新事業創出研究会等に参加し、情報収集を
行いました。 
 

 

・独立行政法人福祉医療機構（17 年
10 月）、農林漁業金融公庫（17 年
11 月）、独立行政法人中小企業基盤
整備機構（17 年 11 月）、株式会社
整理回収機構（18年 2月）、および
日本政策投資銀行（18 年 2 月）と
業務連携に係る覚書を締結しまし
た。 

・平成 17年度下期連携実績 
＜国民生活金融公庫＞ 

融資案件を 4件紹介し、2件、
19 百万円の融資を受けまし
た。（当金庫協調融資は 1件、
3百万円）。 

＜農林漁業金融公庫＞ 
融資案件を 4件紹介し、3件、
477 百万円の融資を受けまし
た。 
（当金庫協調融資は 2件、34

百万円）。 
・株式会社サイエンスクリエイトが
実施する新事業創出研究会等に
参加し、情報収集を行いました。 

 

 

 

(2) 取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化       

 

 (その1)取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化 
① 中小企業に対するコンサルティング機能、情報提供

機能の一層の強化 

 

・Ｍ＆Ａ業務を行うため、信金
キャピタル株式会社等との連
携を強化し、情報収集や顧客
への情報提供等を行っていき
ます。 

・業界団体等との連携を強化
し、ビジネスマッチング情報
等の提供を行っていきます。

・取引先中小企業の適債基準や
私募債発行のニーズを確認
し、私募債発行の支援および
私募債の受託を行います。 

・信金キャピタル株式会社が開
催する「中部地区ＶＣ業務・
Ｍ＆Ａ業務情報交換会」に参
加し、情報収集を行います。

・「ベンチャー交流フェア」（主
催：東三河ビジネスプランコ
ンテスト実行委員会）に職員
を派遣します。 

・「東三河外食産業展示会」（主
催：東三河外食産業振興会）
に金融相談コーナーを開設
し、職員を派遣します。 

・当金庫取引先による景況調査
を実施し、調査レポートを取
引先等に配布するとともに、
地元紙等に公表します。 

・社団法人東海地区信用金庫協
会が主催する「第 1 回ビジネ
スフェア２００５」に参加し
ます。 

・前年度の取組みを継
続するとともに、取
組実績を検証し、そ
れを踏まえた効果的
な施策を検討しま
す。 

・信金キャピタル株式会社が開催する「中部
地区Ｍ＆Ａ業務情報交換会」に参加し、情
報収集を行いました。 

・Ｍ＆Ａによる事業拡大を希望している取引
先に対して、事業譲渡を希望している企業
を紹介しました（信金キャピタル株式会社
からの情報）。 

・「東三河外食産業展示会」（主催：東三河外
食産業振興会）に金融相談コーナーを開設
し、職員を派遣しました。 

・「ベンチャー交流フェア」（主催：東三河ビ
ジネスプランコンテスト実行委員会）に相
談窓口を開設し、職員を派遣しました。 

・「第１回しんきんビジネスフェア 2005」に
参画し、当金庫取引先 48社が参加しました
（ビジネスマッチング成約実績１先）。 

・私募債発行の支援を行い、2 先 120 百万円
の私募債を受託しました。 

・当金庫取引先による景況調査を実施し、調
査レポートを取引先等に配布するととも
に、地元紙等に公表しました。 

・平成 17 年度ビジネスマッチング紹介実績 8
先、専門家紹介実績 6先、取引先に対する
豊橋技術科学大学の紹介実績 4先。 

 
 

・Ｍ＆Ａによる事業拡大を希望して
いる取引先に対して、事業譲渡を
希望している企業を紹介しました
（信金キャピタル株式会社からの
情報）。 

・「第１回しんきんビジネスフェア
2005」に参画し、当金庫取引先 48
社が参加しました（17年 11 月）。 

・私募債発行の支援を行い、2先 120
百万円の私募債を受託しました
（18年 3月）。 

・当金庫取引先による景況調査を実
施し、調査レポートを取引先等に
配布するとともに、地元紙等に公
表しました。 

・平成 17 年度下期ビジネスマッチ
ング実績 6 先、専門家紹介実績 5
先、取引先に対する豊橋技術科学
大学の紹介実績 3先。 

 

 

 

（豊 橋 信 用 金 庫） 
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実施スケジュール 進 捗 状 況 
項    目 具体的取組策 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 17 年度 17年 10月～18年 3月 
備  考 

１．事業再生・中小企業金融の円滑化       

(2) 取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化       

 (その1)取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化 
② 中小企業支援スキルの向上を目的とした取組みの

強化 

 

・中小企業診断士の資格取得者
の増員や豊橋創造大学大学院
修士課程経営情報学研究科
(起業経営情報学、会計学)に
職員を派遣し、専門知識の習
得に努めます。 

・融資二部「法人支援課」に、
中小企業診断士等の有資格者
を増員し、経営改善支援の強
化を図っていきます。 

・中小企業支援スキルの向上の
観点から「目利き力」養成の
ための外部研修に参加しま
す。 

・内部研修として、「融資トレ
ーニー研修」、「業種別アドバ
イスポイント講座」を実施し
ていきます。 

 
 
 
 

・融資二部「法人支援課」に、
中小企業診断士等の有資格
者を増員します。 

・ 中小企業診断士の資格取得
者の増員を図るとともに、豊
橋創造大学大学院修士課程
経営情報学研究科(企業経営
情報学、会計学)に職員を派
遣します。 

 「融資トレーニー研修」、「業
種別アドバイスポイント講
座」などの内部研修を実施し
ます。 

・企業再生支援スキルの向上と
目利き力養成のため、「目利
き力養成講座」等の外部研修
に職員を派遣します。 

・前年度の取組みを継
続するとともに、取
組実績を検証し、そ
れを踏まえた効果
的な施策を検討し
ます。 

・融資二部「法人支援課」に、中小企業診断
士の有資格者を 2名増員しました。 

・融資トレーニー研修を 5日間実施しました
（17年 4月･5 名参加）。 

・豊橋創造大学大学院修士課程経営情報学研
究科(起業経営情報学、会計学)へ派遣して
いた職員 1名が卒業しました（18年 3月）。
また、引続き職員を派遣するため、職員 1
名が同大学院を受験し合格しました（17年
11 月）。 

・中小企業診断士 1 次試験合格者の職員 1 名
が 2 次試験に合格し、中小企業診断士の資
格を得ました（17年 12 月）。また、平成 17
年 4 月より中小企業大学校に派遣していた
職員 1 名が同大学校を卒業し、中小企業診
断士の資格を得ました（計 2 名の職員が新
たに資格取得）。このほか、3 名の職員が中
小企業診断士通学講座を終了し、1名の職員
が中小企業診断士一次試験に合格しました
（17年 8月）。 

・全国信用金庫協会が主催する「目利き力養
成基礎講座」に 2 名、「目利き力養成ステ
ップアップ講座」に 3名参加しました。 

・「業種別アドバイスポイント講座」を 2 日
間実施しました（17年 10 月･28 名参加）。

・地域社会の支援活動を推進するために「地
域支援推進セミナー」等の 2 講座に職員 2
名を派遣しました（17年 11月、18年 2月）。

・企業の現状や将来性を評価できる能力を強
化するため「地域金融機関等職員研修」に
職員 2名を派遣しました（18年 2月）。 

・「業種別アドバイスポイント講座」
を2日間実施しました（17年10月･
28 名参加）。 

・引続き豊橋創造大学大学院修士課
程経営情報学研究科(起業経営情
報学、会計学)へ職員を派遣するた
め、職員 1 名が同大学院を受験し
合格しました（17年 11 月）。 

・中小企業診断士 1次試験合格者の
職員 1 名が 2 次試験に合格し、中
小企業診断士の資格を得ました
（17年 12 月）。また、平成 17年 4
月より中小企業大学校に派遣して
いた職員 1 名が同大学校を卒業
し、中小企業診断士の資格を得ま
した（計 2 名の職員が新たに資格
取得）。 

・地域社会の支援活動を推進するた
めに「地域支援推進セミナー」等
の 2 講座に職員 2 名を派遣しまし
た（17年 11 月および 18 年 2月）。 

・企業の現状や将来性を評価できる
能力を強化するため「地域金融機
関等職員研修」に職員 2 名を派遣
しました（18年 2月）。 

 

 

 （その２）要注意先債権等の健全債権化等に向けた取組みの
強化 

 

・融資二部「法人支援課」に、
中小企業診断士等の有資格
者を増員して、要注意先債権
等の健全債権化及び不良債
権の新規発生防止の活動を
強化していきます。 

・支援先に対して定期的に業況
ヒアリングを実施し、より精
度の高い業況把握に努めま
す。 

・半期毎に支援先の見直しを実
施し、平成17年度は対象先を
100先に拡大し、支援先の経営
改善計画の企画・立案に際し、
必要で的確な支援を行いま
す。 

・担当者および職員の能力向
上の観点から、全国信用金庫
協会が実施する「企業再生支
援講座」やその他の研修等に
参加するほか、中小企業診断
士等の資格取得者の増員を
図ります。 

・融資二部「法人支援課」に、
中小企業診断士等の有資格
者を増員します。 

・半期毎に経営改善支援対象先
の見直しを行います。【平成
17年度上期は100先を支援先
に選定し、経営改善支援に取
組みます。） 

・支援先に対して定期的に訪問
して業況ヒアリングを実施
し、業況把握に努める一方、
改善支援の具体策を提言し
ていきます。 

・担当者および職員の能力向上
の観点から、全国信用金庫協
会が実施する「企業再生支援
講座」やその他の研修等へ参
加するとともに、中小企業診
断士等の資格取得者の増員
を図ります。 

・前年度の取組みを継
続するとともに、取
組実績を検証し、そ
れを踏まえた効果
的な施策を検討し
ます。 

・平成 17 年 4 月の人事異動に伴い、融資二
部「法人支援課」に、中小企業診断士の有
資格者を 2名増員しました（中小企業診断
士 3名）。 

・平成 17 年 4月及び 10 月に経営改善支援対
象先の見直しを行い、対象先を 100 先にし
て支援を行いました。 

・支援先の経営改善計画の企画・立案に際し、
改善項目の具体的な実施スケジュールを
作成して、改善につながるような支援を行
いました。 

・平成 17 年度の支援対象先の債務者区分が
ランクアップした先は、上期 12 先、下期
11 先の計 23 先となりました。 

・中小企業診断士 1 次試験合格者の職員 1 名
が２次試験に合格し、中小企業診断士資格
を取得しました（17 年 12 月）。また、平成
17 年 4 月より中小企業大学校に派遣してい
た職員1名が同大学校を平成17年 3月卒業
し、中小企業診断士の資格を得ました（2
名の職員が新たに資格取得）。 

・平成 17 年度下期は、対象先の見
直し（上期に正常先へのランクア
ップ 11 先を経営改善支援対象先
から除外し、新たに 11先を追加）
をして活動した結果、平成 17 年
度下期は、債務者区分がランクア
ップした先は11先となりました。 

・中小企業診断士 1次試験合格者の
職員 1名が 2次試験に合格し、中
小企業診断士資格を取得しまし
た（17 年 12 月）。また、平成 17
年4月より中小企業大学校に派遣
していた職員1名が同大学校を卒
業し、中小企業診断士の資格を得
しました（2 名の職員が新たに資
格取得）。 

 

（豊 橋 信 用 金 庫） 
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実施スケジュール 進 捗 状 況 
項    目 具体的取組策 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 17 年度 17年 10月～18年 3月 
備  考 

１．事業再生・中小企業金融の円滑化       

(2) 取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化       

 （その３）健全債権化等の強化に関する実績の公表等 
 

・全国信用金庫協会等から示さ
れる開示方針を踏まえて、体
制整備状況、経営改善支援取
組み先数、経営改善による債
務者区分のランクアップ先
数等の実績内容を当金庫ホ
ームページ等にて公表しま
す。 

 

・全国信用金庫協会等から示さ
れる開示方針を踏まえて、開
示項目・開示方法を検討しま
す。 

・体制整備状況、経営改善支援
取組み先数、経営改善による
債務者区分のランクアップ
先数等の実績内容を当金庫
ホームページ等にて公表す
る準備をしていきます。 

 

・平成１７年度の「経
営改善支援の取組
み実績」について、
体制整備状況、経営
改善支援取組み先
数、経営改善による
債務者区分のラン
クアップ先等の実
績内容を当金庫ホ
ームページ等にて
公表します。 

・前年度の公表実績お
よび全国信用金庫
協会等から示され
る開示方針を踏ま
え、平成１８年度の
実績の公表等につ
いて、その内容を検
討していきます。 

・実績公表に向け、開示項目・開示方法等に
ついて検討を始め、公表に向けての準備を
開始しました。 

・平成 17 年 12 月 14 日、平成 16 年度までの
「リレーションシップバンキングの機能強
化計画」の進捗状況の公表に使用していた
実績表を参考にして、平成 17年度上期の実
績（「経営改善支援の取組み実績表」）を当
金庫ホームページにて公表しました。 
 

・平成 17 年 12 月 14 日、当金庫ホ
ームページにて「経営改善支援の
取組み実績」（17 年 4 月～17 年 9
月）を公表しました。 

 

 

 

(3) 事業再生に向けた積極的取組み       

(その１) 事業再生に向けた積極的取組み 
① 事業再生の早期着手にむけた取組みの促進（プリ

パッケージ型事業再生や私的整理ガイドラインの
積極的な活用） 

 

・信金中央金庫等の業界団体か
ら示される情報等を踏まえつ
つ、プリパッケージ型事業再
生および私的整理ガイドライ
ンの仕組み等を理解し、活用
を検討していきます。 

・業界団体の主催するセミナー
等へ参加して、プリパッケー
ジ型事業再生および私的整理
ガイドラインの情報収集を図
り理解に努めます。 

・他金融機関の先進的な取組み
事例を収集します。 

・前年度の取組みを継
続するとともに、
取組実績を検証
し、それを踏まえ
た効果的な施策を
検討します。 

・都市銀行で実際に取扱った事例を解説して
いるプリパッケージ型事業再生および私的
整理ガイドラインの資料により、理解を深
めました。 

・平成 17 年 5月に全国信用金庫協会が主催す
る「企業再生支援実践講座」に参加して、
参加した他の信用金庫と意見交換をしたこ
とにより、他の金融機関の事例を収集しま
した。 

・平成 17 年 8月に中小企業金融公庫名古屋支
店で開催された、「リレーションシップバン
キングに係る情報交換会等」に参加しまし
た。 

・平成 17 年 10 月に東海地区信用金庫協会主
催の「企業再生研修会」に参加し、㈱整理
回収機構（ＲＣＣ）を活用した企業再生の
手法と具体的事例の資料を収集し理解に
努めました。 

・外部機関を活用した再生スキームに対する
理解を深め、定期的に情報交換等を行って
いくため、㈱整理回収機構（ＲＣＣ）と業
務提携を行いました（18年 2月）。 

・平成 17 年 10 月に東海地区信用金
庫協会主催の「企業再生研修会」
に参加し、㈱整理回収機構（ＲＣ
Ｃ）を活用した企業再生の手法と
具体的事例の資料を収集し理解に
努めました。 

・外部機関を活用した再生スキーム
に対する理解を深め、定期的に情
報交換等を行っていくため、㈱整
理回収機構（ＲＣＣ）と業務提携
を行いました（18年 2月）。 

 

 

 

(その１) 事業再生に向けた積極的取組み 
② 多様な事業再生手法の一層の活用 

・契約を締結した愛知中小企業
再生ファンドへ出資金を払込
み、債務者の理解を得ながら、
同ファンドの活用を行いま
す。 

・ＤＤＳ、ＤＥＳ等の活用を検
討していきます。 

・愛知中小企業再生ファンド
へ出資金を払込み、同ファン
ドの活用を図っていきます。

・経営改善支援対象先を中心
に、ＤＤＳ、ＤＥＳ等の活用
先を検討していきます。 

・前年度の取組みを継
続するとともに、取
組実績を検証し、そ
れを踏まえた効果
的な施策を検討し
ます。 

・平成 17 年 4月・12 月に、愛知中小企業再
生ファンドへ出資金 400 万円の払込みを
しました。（払込額累計 800 万円、当金庫
の出資金額は総額 2,000 万円で、出資金は
2年間で 5回に分けて払込む予定） 

・ＤＤＳ、ＤＥＳ等の活用により事業再生が
可能であるかどうかを、経営改善支援対象
先を中心に検討しました。 

・平成 17 年 12 月に、愛知中小企業
再生ファンドへ出資金 400 万円の
払込をしました。（払込額累計 800
万円） 

・ＤＤＳ、ＤＥＳ等の活用により事
業再生が可能であるかどうかを、
経営改善支援対象先を中心に検
討しました。 

 

 
（豊 橋 信 用 金 庫） 
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実施スケジュール 進 捗 状 況 
項    目 具体的取組策 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 17 年度 17年 10月～18年 3月 
備  考 

１．事業再生・中小企業金融の円滑化       

(3) 事業再生に向けた積極的取組み       

(その１) 事業再生に向けた積極的取組み 
③ 外部機関の事業再生機能の一層の活用 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・引続き、愛知県中小企業再
生支援協議会、整理回収機
構を活用して早期事業再生
に向けた取組みを図ってい
きます。 

・ＤＤＳ等を利用した事業再
生に取組むため、再生の可
能性が高く、取引金融機関
の調整が必要な先について
は、経営者の意向を踏まえ
つつ、外部機関に推薦して
いきます。 

・経営改善支援対象先を中心
に、愛知県中小企業再生支援
協議会、整理回収機構等の事
業再生機能の活用を図って
いきます。 

・ＤＤＳ等を利用した事業再生
に取組むため、再生の可能性
が高く、取引金融機関の調整
が必要な先については、経営
者の意向を踏まえつつ、外部
機関に推薦していきます。

・前年度の取組みを継
続するとともに、取
組実績を検証し、そ
れを踏まえた効果
的な施策を検討し
ます。 

・複数の金融機関で取引し、期間収益を計上
している経営改善支援対象先を中心に、愛
知県中小企業再生支援協議会、㈱整理回収
機構等の事業再生機能の活用を検討して、
当金庫取引先１先が愛知県中小企業再生支
援協議会の再生事業計画の策定支援を受
け、関係金融機関を対象に説明会が実施さ
れ、平成 18年 1月に関係金融機関の同意書
の徴求が完了しました。 

・愛知県中小企業振興公社の「専門家派遣事
業」を活用のため、経営改善支援対象先の
うち１先推薦した結果、活用が決定し、平
成 18 年 3 月までに計 6 回の専門家派遣受
け入れによる経営改善指導を実施しまし
た。 

・当金庫取引先１先が愛知県中小企
業再生支援協議会の再生事業計
画の策定支援を受け、関係金融機
関を対象に説明会が実施され、平
成 18 年 1 月に関係金融機関の同
意書の徴求が完了しました。 

・経営改善支援対象先のうち１先が
愛知県中小企業振興公社の「専門
家派遣事業」を活用することに決
定し、平成 18 年 3 月までに計 6
回の専門家派遣受け入れによる
経営改善指導を実施しました。 

 

 

 

(その１) 事業再生に向けた積極的取組み 
④ 金融実務に係る専門的人材・ノウワウの活用 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・職員の能力向上を図るため、
全国信用金庫協会の「企業再
生支援講座」等の外部研修へ
職員を派遣します。 

・愛知県中小企業再生支援協
議会、愛知県中小企業振興公
社等との連携をより一層進
め、早期事業再生に向けた取
組みを図っていきます。 

・経営改善支援対象先を中心
に、愛知県中小企業再生支援
協議会、愛知県中小企業振興
公社等との連携を進め事業
再生を図っていきます。 

・全国信用金庫協会の「企業
再生支援講座」等の外部研修
へ職員を派遣します。 

・前年度の取組みを継
続するとともに、取
組実績を検証し、そ
れを踏まえた効果
的な施策を検討し
ます。 

・愛知県中小企業振興公社の「専門家派遣事
業」を活用するため、取引先（1 先）を推
薦し、平成 18 年 3 月までに計 6 回の専門
家派遣受け入れによる経営改善指導が実
施しました。 

・平成 17 年 4 月に、中小企業基盤整備機構
主催の中小企業診断士養成課程に職員1名
を派遣しました。 

・全国信用金庫協会主催の「目利き力養成ス
テップアップ講座（定性分析編）」に 2名、
「企業再生支援実践講座」に 1名、「目利き
力養成ステップアップ講座（計数活用編）」
に 1名、「目利き力養成基礎講座」に 2名の
職員をそれぞれ派遣しました。 

・東海地区信用金庫協会主催の「中小企業経
営支援講座」に 2名、「企業再生支援講座」
に 2名、「企業再生研修会」に１名、「融資
総合判断力養成講座」に 2名の職員を派遣
しました。 

・平成 17 年 10 月と 12 月に、みずほコーポ
レート銀行主催の「企業調査講習会」に職
員１名を派遣しました。 

・平成 18 年 2 月に、中小企業基盤整備機構
主催の「中小企業支援担当者研修」に職員
1名を派遣しました。 

・経営改善支援対象先のうち１先が
愛知県中小企業振興公社の「専門
家派遣事業」を活用することに決
定しました。平成 18 年 3 月まで
に計 6回の専門家派遣受け入れに
よる経営改善指導が実施しまし
た。 

・平成 17 年 10 月に、東海地区信用
金庫協会主催の「企業再生研修
会」に職員１名、「融資総合判断
力養成講座」に職員 2名を派遣し
ました。 

・平成 17 年 10 月と 12 月に、みず
ほコーポレート銀行主催の「企業
調査講習会」に職員 1名を派遣し
ました。 

・平成 18 年 2 月に、中小企業基盤
整備機構主催の「中小企業支援担
当者研修」に職員 1名を派遣しま
した。 

 
 

(その１) 事業再生に向けた積極的取組み 
⑤ 再生企業に対する支援融資の拡充 
 
 
 
 
 
 

     ・信用金庫として、
取引先の規模・特
性等を勘案して
現状では取組む
予定はありませ
んが、具体的な案
件があれば検討
していきます。 

 
（豊 橋 信 用 金 庫） 
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実施スケジュール 進 捗 状 況 
項    目 具体的取組策 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 17 年度 17年 10月～18年 3月 
備  考 

１．事業再生・中小企業金融の円滑化       

(3) 事業再生に向けた積極的取組み       

（その２）再生支援実績に冠する情報開示の拡充、再
生ノウハウ共有化の一層の推進 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・全国信用金庫協会等から示さ
れる開示方針等を踏まえて、
開示項目・開示方法等を検討
して開示を行い、同協会へ報
告を行うとともに、同協会が
とりまとめた資料を活用し
て、再生ノウハウの習得を図
ります。 

・全国信用金庫協会等から示さ
れる開示方針等を踏まえて、
開示項目・開示方法等を検討
して開示を行い、同協会へ再
生支援実績を報告します。

・全国信用金庫協会等がとりま
とめた資料を活用して、再生
ノウハウの習得を図ってい
きます。 

・前年度の取組みを継
続するとともに、取
組実績を検証し、そ
れを踏まえた効果的
な施策を検討しま
す。 

・再生支援実績公表に向け、開示項目・開示
方法等について検討を始め、より分かりや
すい情報開示に向けた準備を行い、平成 17
年 12 月に当金庫ホームページにて、平成
17 年度上期の「経営改善支援の取組み実
績」を公表しました。 

・全国信用金庫協会のアンケートの取りまと
め結果をもとに、支援対象先の改善の取組
みへの活用を検討しました。 

・平成 17 年 12 月に当金庫ホームペ
ージにて、平成 17年度上期の「経
営改善支援の取組み実績」を公表
しました。 

・全国信用金庫協会のアンケートの
取りまとめ結果をもとに、支援対
象先の改善の取組みへの活用を
検討しました。 

 

 

 

 
 

（その３）人材プールの設置 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・全国信用金庫協会から示され
る人材プール制度の趣旨や事
業内容を確認し、活用の可能
性を検討していきます。 

・業界団体で主催する会議や
セミナー等に参加していき
ます。 
 

・全国信用金庫協会から示され
る人材プール制度の趣旨や事
業内容を確認し、活用の可能
性を検討していきます。 

・業界団体で主催する会議や
セミナー等に参加していき
ます。 
 

・前年度の取組みを継
続するとともに、取
組実績を検証し、全
国信用金庫協会から
示される制度の活用
を更に検討していき
ます。 
 

・全国信用金庫協会の「人材ネットワーク」
へ担当窓口の届出を行いました（17 年 9
月）。 

・全国信用金庫協会に人材プール制度につい
て再度確認を行い、その活用方法について
検討を行いました。 

・全国信用金庫協会に人材プール制
度について再度確認を行い、その
活用方法について検討を行いま
した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（豊 橋 信 用 金 庫） 
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実施スケジュール 進 捗 状 況 
項    目 具体的取組策 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 17 年度 17年 10月～18年 3月 
備  考 

１．事業再生・中小企業金融の円滑化       

(4) 担保・保証に過度に依存しない融資の推進等       

① 担保・保証に過度に依存しない融資の推進 
不動産担保・保証に過度に依存しない融資を推進
するための手法の拡充 

・「信用金庫業界の信用リスク
データベース（ＳＤＢ）」の
スコアリングモデルの活用
を研究していきます。 

・ＳＤＢのスコアリングモデル
を利用した新たな融資商品
の研究を行います。 

・シンジケートローン、ＰＦＩ
融資などの財務制限条項付
きの無担保融資の取扱いを
推進し、シンジケートローン
の取扱いを行っていきます。

・「信用金庫業界の信用リスク
データベース（ＳＤＢ）」のス
コアリングモデルの精度を検
証しながら、融資商品や審査
手法等の活用方法を研究して
いきます。 

・シンジケートローンを取扱
い、ＰＦＩ融資などの財務制
限条項付きの無担保融資につ
いても、取扱いに向けた活動
を推進していきます。 

・前年度の取組みを継
続するとともに、取
組実績を検証し、そ
れを踏まえた効果的
な施策を検討しま
す。 

・担保・保証に過度に依存しない融資商品「と
よしんビジネスローン『サポート』・『チェ
ンバーズ』」を 86 先、341 百万円の取組み
をしました。 

・中小企業信用リスクデータベース説明会に
参加（17年7月）して、ＳＤＢ統計情報（2005
年版速報・2004 年版詳細）を受領し具体的
利用方法について検討を行い、新たにＳＤ
Ｂ統計情報（2005 年版詳細）と個人事業主
用のＳＤＢスコアリングモデルの提供を
受けました。 

・農林漁業金融公庫のスコアリングモデルの
研究を行いました。 

・シンジケートローンを平成 17 年度は 11 件
1,394 百万円の取組みをしました。 

・田原市新リサイクルセンター整備等事業に
ＰＦＩ融資の実行をしました（17年 5月）。

・豊橋市資源化センター余熱利用施設整備・
運営事業のＰＦＩ事業に入札参加グループ
としての関心表明を提出（17年 7月）し、
ＰＦＩ事業の融資契約に向けて、株式会社
エコール豊橋（ＳＰＣ会社）と豊橋市との
打ち合わせを進めました。 

・担保・保証に過度に依存しない融
資商品「とよしんビジネスローン
『サポート』・『チェンバーズ』」
を平成１７年度下期は 36先、153
百万円の取組みをしました。 

・ＳＤＢ統計情報（2005 年版詳細）
と個人事業主用のＳＤＢスコア
リングモデルの提供を受け、具体
的利用方法について検討を行い
ました。 

・農林漁業金融公庫のスコアリング
モデルの研究を行いました。 

・シンジケートローンを平成 17年度
下期は 3 件 191 百万円の取組みを
しました。 

・豊橋市資源化センター余熱利用施
設整備・運営事業のＰＦＩ事業の
融資契約に向けて、株式会社エコ
ール豊橋（ＳＰＣ会社）と豊橋市
との打ち合わせを進めました。 

 

② 中小企業の資金調達手法の多様化等      
（その１）中小企業の資金調達手法の多様化等      

 
 

 ・ 中小企業の資金調達手法の多様化等 
 

・プロジェクトファイナンスお
よび動産・債権譲渡担保融資
について、「田原市新リサイ
クルセンター整備等事業」
（ＰＦＩ事業）に対して融資
実行を行い、ノウハウを蓄積
します。また、豊橋市が現在
進めている「豊橋市資源化セ
ンター余熱利用施設整備・運
営事業」（ＰＦＩ事業）につ
いて、豊橋市等から情報収集
を行い、プロジェクトファイ
ナンスおよび債権譲渡担保
融資の手法について検討し
ます。 

・売掛債権担保融資や私募債の
受託業務については、営業店
が中心となって取引先の需
要を確認し、取組みを進めて
いき、私募債の受託をしてい
きます。 

・知的財産権担保融資、ノンリ
コースローンおよび地域Ｃ
ＬＯや資産担保証券の発行
等の証券化等については、情
報収集を進め活用を検討し
ます。 

・プロジェクトファイナンスお
よび動産・債権譲渡担保融資
については「田原市新リサイ
クルセンター整備等事業」（Ｐ
ＦＩ事業）に対して融資を実
行します。また、「豊橋市資源
化センター余熱利用施設整
備・運営事業」（ＰＦＩ事業）
について情報収集を行い、プ
ロジェクトファイナンス、お
よび、債権譲渡担保融資の手
法について検討します。 

・売掛債権担保融資や私募債の
受託業務については、営業店
が中心となって取引先の需要
を確認します。 

・売掛債権担保融資や私募債の
受託業務について、取組みが
できるような活動を行ってい
き、私募債の受託を行います。

・前年度の取組みを継
続するとともに、取
組実績を検証し、そ
れを踏まえた効果的
な施策を検討しま
す。 

・プロジェクトファイナンスおよび動産・債
権譲渡担保融資については「田原市新リサ
イクルセンター整備等事業」（ＰＦＩ事業）
に対して融資（総額 2,160 百万円、うち当
金庫の融資額 500 百万円）を実行し、ノウ
ハウの蓄積を行いました。 

・「豊橋市資源化センター余熱利用施設整
備・運営事業」（ＰＦＩ事業）について情
報収集を行い、プロジェクトファイナン
ス、および、債権譲渡担保融資の手法につ
いて検討しました。なお、本事業に対する
シンジケートローンの融資参加が決定し
ました。 

・売掛債権担保融資については 1 先 800 千円
実行しました。 

・私募債については、2 先 120 百万円受託し
ました。また、平成 18年度に私募債発行を
予定している 2 先について、私募債発行の
支援を行い、受託するよう努めました。 

・「豊橋市資源化センター余熱利用
施設整備・運営事業」（ＰＦＩ事業）
について情報収集を行い、プロジ
ェクトファイナンス、および、債
権譲渡担保融資の手法について検
討しました。なお、本事業に対す
るシンジケートローンの融資参加
が決定しました。 

・売掛債権担保融資については 1 先
800 千円実行しました。 

・私募債については、2 先 120 百万
円受託しました。また、平成 18
年度に私募債発行を予定している
2 先について、私募債発行の支援
を行い、受託するよう努めました。 

 

 
（豊 橋 信 用 金 庫） 
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実施スケジュール 進 捗 状 況 
項    目 具体的取組策 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 17 年度 17年 10月～18年 3月 
備  考 

１．事業再生・中小企業金融の円滑化       

(4) 担保・保証に過度に依存しない融資の推進等       

② 中小企業の資金調達手法の多様化等         
 （その１）中小企業の資金調達手法の多様化等 

・ 財務諸表の制度が相対的に高い中小企業に対
する融資の推進 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・既に取扱っているＰＦＩ融
資、シンジケートローンの取
扱いを推進し、シンジケート
ローンについては、確実に取
扱いをしていきます。 

・ＴＫＣとの提携商品を研究し
ていきます。 

・ＴＫＣとの提携および提携商
品の研究をしていきます。

・ＰＦＩ融資、シンジケートロ
ーンの取扱いを推進し、シン
ジケートローンを取扱いま
す。 

・前年度の取組みを継
続するとともに、取
組実績を検証し、そ
れを踏まえた効果的
な施策を検討しま
す。 

 

 

 

 

 

・「ＴＫＣ経営者ローン」の取扱いを平成１７
年９月から開始し、平成17年度は 49件 396
百万円を実行しました。 

・田原市新リサイクルセンター整備等事業に
ＰＦＩ融資を実行しました（17年 5月）。

・信金中央金庫の主催する「ＰＦＩの実務的
勉強会」および「新融資形態等（シンジケ
ートローン）に係わる信金中金のサポート
説明会」に参加しました（8月）。 

・シンジケートローンは、平成 17 年度に 11
件 1,394 百万円を実行しました。 

・豊橋市資源化センター余熱利用施設整備・
運営事業のＰＦＩ事業に入札参加グループ
としての関心表明を提出（17年 7月）し、
ＰＦＩ事業の融資契約に向けて、株式会社
エコール豊橋（ＳＰＣ会社）と豊橋市との
打ち合わせを進め、平成 18年 1月、本事業
に対するシンジケートローンの融資参加が
決定しました。 

・平成 17 年度下期において、「ＴＫ
Ｃ経営者ローン」は 35 件 244 百万
円を実行しました。 

・シンジケートローンを平成１７年
度下期に 3 件 191 百万円の取組み
をしました。 

・豊橋市資源化センター余熱利用施
設整備・運営事業のＰＦＩ事業の
融資契約に向けて、株式会社エコ
ール豊橋（ＳＰＣ会社）と豊橋市
との打ち合わせを進め、平成 18
年 1 月、本事業に対するシンジケ
ートローンの融資参加が決定しま
した。 

 

(5) 顧客への説明態勢の整備、相談苦情処理機能の強化       

 

 ・ 顧客説明マニュアル等の内部規程の整備 
・ 営業店における実効性の確保 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・包括根保証の新規取扱いの廃
止を決定したが、既存先につ
いては今後3年以内に限定根
保証に切替えを行います。

・説明責任については、監査部
と連携して臨店指導を行い、
確実なものとしていきます。

・包括根保証の切り替えを、計
画に沿って確実に切り替え
を行っていきます。 

・説明責任に関する臨店指導を
行います。 

・前年度の取組みを継
続するとともに、取
組実績を検証し、そ
れを踏まえた効果的
な施策を検討しま
す。 

・平成 17 年 4 月、包括根保証の切り替えに
ついて、3年（平成 20 年 3月）以内に終了
するように切り替え作業を開始しました
（平成 18年 3月末現在で 30.1％の切替え
率）。 

・意思確認記録票の厳格な運用のため、監査
部監査で不備が発生した 7 店舗について、
融資一部が臨店をして確認を行いました。

・平成 17 年度上期に引続き、包括
根保証の限定根保証への切替え
の推進を図りました（平成 18年 3
月末現在で 30.1％の切替え率）。 

・意思確認記録票の厳格な運用を促
した結果、平成 17 年度下期にお
いては、12店舗の監査を行いまし
たが不備の発生はありませんで
した。 

 

 
（豊 橋 信 用 金 庫） 
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実施スケジュール 進 捗 状 況 
項    目 具体的取組策 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 17 年度 17年 10月～18年 3月 
備  考 

１．事業再生・中小企業金融の円滑化       

(5) 顧客への説明態勢の整備、相談苦情処理機能の強化        
 ・ 苦情等実例の分析・還元 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・相談業務については、顧客か
らの各種相談に応じる「お客
様相談所」を設置し、態勢の
整備・強化を図ります。 

・苦情処理については、実例の
蓄積と「地域金融円滑化会議」
の活用および「しんきん相談
所」との連携を図ります。 

・相談苦情処理の対応・処理状
況を確認して、関係部署へ連
絡し、再発防止とサービス向
上に活かす体制を強化しま
す。 

・営業店では、苦情処理事例等
を参考にして勉強会を実施
し、再発防止とサービス向上
を図ります。 

・研修・会議等を通じて相談・
苦情処理情報を収集して、顧
客への説明態勢の整備・強化
を図ります。 

・相談業務については、平成１
７年度上期中に顧客からの
各種相談に応じる「お客様相
談所」を設置し、態勢の整
備・強化を図ります。 

・苦情処理については、実例の
蓄積と「地域金融円滑化会
議」の活用および「しんきん
相談所」と連携し、態勢強化
を図ります。 

・相談苦情処理の対応・処理状
況を確認して、法務調査室に
てコンプライアンス上の問
題はないかを確認するなど、
関係部署へ連絡し、再発防止
とサービス向上に活かす体
制を作ります。 

・営業店では、苦情処理事例等
を参考にして勉強会を実施
し、再発防止とサービス向上
を図ります。 

・研修・会議等を通じて相談・
苦情処理情報を収集して、顧
客への説明態勢の整備・強化
を図ります。 

・前年度の取組みを継
続するとともに、取
組実績を検証し、そ
れを踏まえた効果的
な施策を検討しま
す。 

・平成 17 年 8月・平成 18 年 2月に開催され
た「地域金融円滑化会議」の配付資料によ
り、「貸し渋り、貸し剥がしホットライン」
の受付・活用状況について情報収集を行い
ました。 

・受付した苦情については、処理状況や処理結
果等を確認して、対応を図りました。 

・平成 17 年 8月・平成 18 年 2月、各営業店
で発生した苦情事例等を参考にして、苦情
の対応方法や再発防止策についての勉強
会を各営業店で実施しました。また、勉強
会実施報告書を担当部宛に提出し、実施状
況の確認をしました（全店舗実施）。 

・事務担当役席者会議および融資担当役席会
議（各平成 17年 5月・7月・9月・11 月・
18 年 1月開催）を通じて、苦情処理状況の
説明と苦情処理事例の紹介を行いました。

・平成 18年 2月 24 日に開催された
第 10 回「地域金融円滑化会議」
の配付資料により、「貸し渋り、
貸し剥がしホットライン」の受
付・活用状況について情報収集を
行いました。 

・受付した苦情については、処理状
況や処理結果等を確認して、対応
を図りました。 

・平成 18 年 2 月、各営業店で発生
した苦情事例等を参考にして、苦
情の対応方法や再発防止策につ
いての勉強会を各営業店で実施
しました。また、勉強会実施報告
書を担当部宛に提出し、実施状況
の確認をしました（全店舗実施）。 

・事務担当役席者会議（平成１7 年
11 月・平成 18 年１月開催）およ
び融資担当役席会議（平成 17 年
11 月・平成 18 年 1 月開催）を通
じて、苦情処理状況の説明と苦情
処理事例の紹介を行いました。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

（豊 橋 信 用 金 庫） 
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実施スケジュール 進 捗 状 況 
項    目 具体的取組策 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 17 年度 17年 10月～18年 3月 
備  考 

１．事業再生・中小企業金融の円滑化       

 (6) 人材の育成 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・企業の「目利き」ができる専
門知識を持った職員を育成
するため、中小企業大学校へ
の派遣(17 年度１名)を行い
ます。また、中小企業診断士
資格取得のための通学講座
を奨励し、公的資格取得者に
対して奨励金を支給するな
ど、中小企業診断士の養成を
図ります。資格取得への意欲
向上に努めます。 

・企業の定性分析能力の向上を
図るため、営業店職員に対し
本部職員を講師として、「融
資トレーニー研修」(5 名)、
「業種別アドバイスポイン
ト講座」(32 名)を実施するな
ど、内部研修の充実を図りま
す。また、外部研修では「目
利き力養成講座」(5名)、「企
業再生支援講座」等(5 名)に
職員を派遣しました。 

・企業会計、経営分析能力の向
上を目的として、豊橋創造大
学大学院修士課程経営情報
学研究科(起業経営情報学、
会計学)に職員(17 年度 1 名)
を派遣します。 

・中小企業大学校へ職員(1 名)
を派遣します。 

・豊橋創造大学大学院修士課程
経営情報学研究科(起業経営
情報学、会計学)へ職員を(1
名)派遣します。 

・内部研修を実施します。「融
資トレーニー研修」、「業種別
アドバイスポイント講座」を
実施します。 

・外部研修への派遣を実施しま
す。「目利き力養成講座」、「企
業再生支援講座」等へ派遣し
ます。 
 

・前年度の取組みを継
続するとともに、取
組実績を検証し、そ
れを踏まえた効果的
な施策を検討しま
す。 

・目利き力の向上につながる具体的事例等に
よる融資トレーニー研修を 5日間実施しま
した（17年 4月･5 名参加）。 

・専門知識習得者育成のため、豊橋創造大学
大学院修士課程経営情報学研究科(起業経
営情報学、会計学)へ派遣していた職員 1
名が卒業しました（18 年 3 月）。また、引
続き職員を派遣するため、職員 1名が同大
学院を受験し合格しました（17年 11 月）。

・中小企業診断士 1 次試験合格者の職員 1 名
が 2 次試験に合格し、中小企業診断士の資
格を得ました（17年 12 月）。また、平成 17
年 4 月より中小企業大学校に派遣していた
職員 1 名が同大学校を卒業し、中小企業診
断士の資格を得ました（2名の職員が新たに
資格取得）。このほか、3 名の職員が中小企
業診断士通学講座を終了し、1名の職員が中
小企業診断士一次試験に合格しました（17
年 8月）。 

・全国信用金庫協会が主催する「目利き力養
成基礎講座」に 2 名、「目利き力養成ステ
ップアップ講座」に 3名参加しました。 

・「業種別アドバイスポイント講座」を 2 日
間実施しました（17年 10 月･28 名参加）。

・地域社会の支援活動を推進するために「地
域支援推進セミナー」等の 2 講座に職員 2
名を派遣しました（17年 11 月および 18 年
2月）。 

・企業の現状や将来性を評価できる能力を強
化するため「地域金融機関等職員研修」に
職員 2名を派遣しました（18年 2月）。 

・「業種別アドバイスポイント講座」
を2日間実施しました（17年10月･
28 名参加）。 

・引続き豊橋創造大学大学院修士課
程経営情報学研究科(起業経営情
報学、会計学)へ職員を派遣するた
め、職員 1 名が同大学院を受験し
合格しました（17年 11 月）。 

・中小企業診断士 1次試験合格者の
職員 1名が 2次試験に合格し、中
小企業診断士の資格を得ました
（17年 12 月）。また、平成 17年 4
月より中小企業大学校に派遣して
いた職員 1 名が同大学校を卒業
し、中小企業診断士の資格を得ま
した（2 名の職員が新たに資格取
得）。 

・地域社会の支援活動を推進するた
めに「地域支援推進セミナー」等
の 2講座に職員 2名を派遣しまし
た（17 年 11 月および 18 年 2月）。 

・企業の現状や将来性を評価できる
能力を強化するため「地域金融機
関等職員研修」に職員 2 名を派遣
しました（18年 2月）。 

 

 
 
 
 
 
 
 

（豊 橋 信 用 金 庫） 
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実施スケジュール 進 捗 状 況 
項    目 具体的取組策 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 17 年度 17年 10月～18年 3月 
備  考 

２．経営力の強化       

(1) リスク管理態勢の充実 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・リスク量について、理事会に
報告することにより、リスク
管理態勢の充実を図ります。

・有価証券の市場関連リスクの
許容限度額を設定し、リスク
管理の高度化を図ります。

・新ＢＩＳ基準のリスクウエイ
トを考慮した有価証券の購
入を行います。 

・自己資本比率の算出方法の精
緻化に向け、中小企業等・個
人向け債権、延滞債権のリス
ク・アセット算出のためのデ
ータ整備および管理態勢の
構築を図ります。 

･平成 17 年度より、リスク量を
理事会へ報告・協議していき
ます。 

・有価証券の市場関連リスクの
許容限度額を設定し、毎月常
務会にも報告するとともに、
リスク管理委員会にて協
議・検討していきます。 

・新ＢＩＳ基準のリスクウエイ
トを考慮した有価証券の購入
を行います。 

・「新しい自己資本比率規制の
素案」についての内容を検討
し、理解を深めます。 

・前年度取組実績の検
証を行う一方、継続
して実施していきま
す。 

・自己資本比率の算出
方法の精緻化に向
け、中小企業等・個
人向け債権、延滞債
権のリスク・アセッ
ト算出のためのデー
タ整備および管理態
勢の構築を図りま
す。 

・市場リスクのリスク量について、「市場リ
スク総括表（円金利 1％上昇、株価 20％下
落時の価値の下落額）」にて、平成 17年５
月より（2カ月に一度）、理事会への報告を
しました。 

・平成 17 年 6 月、市場関連リスクにおける
「許容リスク限度額」の設定を行い、これ
に基づいた「許容リスク限度額の余裕状
況」について毎月常務会にも報告するとと
もに、平成 17 年度第２回リスク管理委員
会（平成 17 年 7 月開催）より、リスク管
理委員会にて協議・検討を開始しました。
（以後、第 3回：平成 17 年 10 月開催、第
4 回:平成１８年 1 月開催のリスク管理委
員会で協議・検討） 

・新ＢＩＳ基準のリスクウエイトを考慮し、
国債や事業債などの有価証券を購入しま
した。 

・バーゼルⅡ導入に向け、99パーセントタイ
ル値（金利変動ショック時の市場リスク計
算方法）」の金利データ取得方法の研究を
行いました。 

・リスク管理の高度化の検討として、リスク
量の算出方法として現在行っているＢＰＶ
法のほか、ＶａＲ（ﾊﾞﾘｭｰｱｯﾄﾘｽｸ）法の研究
を行いました。 

・市場リスクのリスク量について、
「市場リスク総括表」にて、２カ
月に一度理事会へ報告をしまし
た（17年 11 月、18 年 1月、平成
18 年 3月）。 

・市場関連リスクについて、毎月「許
容リスク限度額の余裕状況」を常
務会にも報告するとともに、リス
ク管理委員会（17年 10 月、18 年
１月）で協議・検討を行いました。 

・バーゼルⅡ導入に向け、99パーセ
ントタイル値（金利変動ショック
時の市場リスク計算方法）」の金
利データ取得方法の研究を行い
ました。 

・リスク管理の高度化の検討とし
て、リスク量の算出方法として現
在行っているＢＰＶ法のほか、Ｖ
ａＲ（ﾊﾞﾘｭｰｱｯﾄﾘｽｸ）法の研究を
行いました。 

  

(2) 収益管理態勢の整備と収益力の向上 
  ・ 収益管理態勢の整備と収益力の向上のための取組み 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・物件費は、新たな設備やシス
テム手当てを除き、マイナス
シーリングを基本方針とし
て、営業店毎、金庫全体の管
理をしていきます。 

・人件費は、新規採用を抑制
して、後方オペレーターを中
心に女子職員をパートに切
り替えるとともに、その間に
職員の専門能力の向上等を
図ることで業務レベルを維
持しながら削減を図ります。

・新規融拡活動等によって取引
先を増加させるなどの融資基
盤の拡充を図り、「個人向け国
債」等の運用商品の取扱いを
強化して顧客ニーズに対応す
るとともに、役務取引におけ
る手数料収入の拡充を図り、
振込手数料の見直し等、手数
料収入の改善を図ります。 

・「格付に応じた基準金利」の
継続検討とともに、「信用金
庫業界の中小企業信用リス
クデータベース（ＳＤＢ）」
を利用した、審査手法や金融
商品の研究を行います。 

・物件費は、新たな設備やシス
テム手当てにかかるものを
除き、マイナスシーリングと
なるよう管理していきます。

・新規採用を抑制し、後方オペ
レーターを中心に女子職員
をパートに切り替えるとと
もに、その間に職員の専門能
力の向上等を図ることで業
務レベルを維持しながら、人
件費の削減を図ります。 

・平成 17 年度の条件緩和債権
の判定基準となる「基準金
利」を決定していくととも
に、信用リスクに応じた貸出
金利設定の検討を引続き行
っていきます。 

・新規融拡活動等により取引先
を増加させるなどの融資基
盤の拡充を図り、運用商品の
取扱いを強化するなどして、
役務取引における手数料収
入の拡充を図ります。 

・ＳＤＢ統計資料、スコアリン
グモデルを利用した無担保
ローン等、ＳＤＢの信用リス
ク関連データの活用方法を
検討します。 

・前年度の取組みを継
続するとともに、取
組実績を検証し、そ
れを踏まえた効果的
な施策を検討しま
す。 

・新たな設備やシステム手当てにかかるもの
を除き、物件費についてはマイナスシーリ
ングとなる計画を策定し、これに基づき「経
費支出内訳表」にて管理を行いました。 

・人件費の削減に向け、平成 17 年度退職予
定数 28名に対し、平成 18年度の新規採用
内定者を 18名にしました。 

・融資基盤の拡充を図るとともに、「公共債」、
「投資信託」、「生命保険」等の運用商品の
取扱いを強化し、役務取引における手数料
収入の増加を図りました。 

・平成 17 年度の条件緩和債権の判定基準とな
る「基準金利」について、保全率ごとの基
準金利を決定しました（平成 17年 12 月）。

・物件費について、「経費支出内訳表」
にて毎月の管理を行いました。 

・平成 17 年度の条件緩和債権の判定
基準となる「基準金利」について、
保全率ごとの基準金利を決定しま
した（平成 17年 12 月）。 

・「投資信託」において、新たに 3
つの商品を追加（平成 18年 2月）
するなど、引続き運用商品の取扱
いを強化し、役務取引における手
数料収入の増加を図りました。 

 

（豊 橋 信 用 金 庫） 
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実施スケジュール 進 捗 状 況 
項    目 具体的取組策 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 17 年度 17年 10月～18年 3月 
備  考 

２．経営力の強化       

(3) ガバナンスの強化       

（その２）協同組織金融機関におけるガバナンスの向上         
 ・ 半期開示の内容充実についての検討と実施 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・半期開示において、会員や地
域の皆様が理解し易いもの
となるように、全国信用金庫
協会から示された開示方針
等を参考にして、開示方法お
よび開示項目を検討し、半期
のディスクロージャー誌を
作成していきます。 

・ホームページでの開示を検討
していきます。 

・全国信用金庫協会から示され
た開示方針等に基づき、開示
方法および開示項目を検討
していきます。 

・平成 17 年 10 月末までに、全
国信用金庫協会から示され
る開示方針を参考に、開示方
法及び開示項目を検討し、半
期ディスクロージャー誌を
継続して作成していきます。

・ホームページでの開示を検討
していきます。 

・前年度の実績、全国
信用金庫協会から示
された開示方針等に
基づき、開示方法お
よび開示項目を検討
していきます。 

・平成 18 年 10 月末ま
でに、全国信用金庫
協会から示される開
示方針を参考に、開
示方法及び開示項目
を検討し、充実した
半期ディスクロージ
ャー誌を継続して作
成していきます。 

・全国信用金庫協会に 17年度の業界としての
開示方針等を確認し、これに基づき開示項
目は前年度と同様として、半期ディスクロ
ージャー誌発行の準備を行いました。 

・平成 17 年 10 月、半期ディスクロージャー
誌「豊橋信用金庫の現況（2005 年度上半
期）」を発行しました。 

・ホームページへの開示に向け、当金庫ホー
ムページの内容変更について、ホームペー
ジ制作会社と検討を開始しました。 

・平成 18 年 1月開催の「総代懇談会」にて、
半期ディスクロージャー誌等を用いて業
況説明を行うとともに、その内容等を地元
紙に公表しました。 

・平成 17 年 10 月、半期ディスクロ
ージャー誌「豊橋信用金庫の現況
（2005 年度上半期）」を発行しまし
た。 

・ホームページへの開示に向け、当
金庫ホームページの内容変更につ
いて、ホームページ制作会社と検
討を開始しました。 

・平成 18 年 1 月開催の「総代懇談
会」にて、半期ディスクロージャ
ー誌等を用いて業況説明を行う
とともに、その内容等を地元紙に
公表しました。 

 

 

  ・ 総代会に一般会員の意見を反映させる仕組み等、
総代会の機能強化に向けた取組みについて、こ
れまでの取組みを踏まえた検討および実施 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・ディスクロージャー誌に｢総
代会の仕組み｣・「総代候補者
の選考基準」・「総代の選任方
法」・「総代会の決議事項」・
「総代の氏名」の５項目を継
続して掲載していきます。

・総代および主要取引先に対
し、ディスクロージャー誌の
配布時に業況説明や意見収
集を行います。また、総代懇
談会（臨時総代会）にて、半
期における当金庫の活動や
業況説明等を行うとともに、
地元紙にてその内容を公表
します。 

・全国信用金庫協会から新たに
方針等が示された場合は、示
される方針等に基づき、総代
会の機能整備を図っていき
ます。 

・ディスクロージャー誌へ｢総
代会の仕組み』等 5項目を掲
載します。 

・総代および主要取引先に対
し、ディスクロージャー誌の
配布時に業況説明や意見収
集を行います。また、総代懇
談会（臨時総代会）にて、半
期における当金庫の活動や
業況説明等を行うとともに、
地元紙にてその内容を公表
します。 

・ディスクロージャー
誌への｢総代会の仕
組み』等 5 項目の掲
載を継続していくと
ともに、全国信用金
庫協会から新たに方
針等が示された場合
は、示される方針等
に基づき、総代会の
機能整備を図ってい
きます。 

・総代および主要取引
先に対し、ディスク
ロージャー誌の配布
時に業況説明や意見
収集を行う。また、
総代懇談会（臨時総
代会）にて、半期に
おける当金庫の活動
や業況説明等を行う
とともに、地元紙に
てその内容を公表し
ます。 

・平成 17 年 7 月発行の 2005 年版ディスクロ
ージャー誌に、｢総代会の仕組み｣・「総代候
補者の選考基準」・「総代の選任方法」・「総
代会の決議事項」・「総代の氏名」の 5 項目
を掲載しました。 

・総代および主要取引先に対し、2005 年版デ
ィスクロージャー誌の配布時に業況説明や
意見収集を行いました（平成 17 年 7 月～8
月）。 

・平成 18 年 1月開催の「総代懇談会」にて、
半期ディスクロージャー誌等を用いて業況
説明を行うとともに、総代との意見交換を
行い、その内容等を地元紙に公表しました。

・平成 18 年 1 月開催の「総代懇談
会」にて、半期ディスクロージャ
ー誌等を用いて業況説明を行う
とともに、総代との意見交換を行
い、その内容等を地元紙に公表し
ました。 

 

 
 
 
 

（豊 橋 信 用 金 庫） 
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実施スケジュール 進 捗 状 況 
項    目 具体的取組策 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 17 年度 17年 10月～18年 3月 
備  考 

２．経営力の強化       

(4) 法令等遵守（コンプライアンス）態勢の強化       

(その１)営業店に対する法令等遵守状況の点検強化等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・コンプライアンス・マニュア
ルの改正、同プログラムの年
度版策定・半期での改正検討
を行います。 

・年度計画のプログラムでは、
諸規程の整備および研修の
実施を 2大項目として定め、
その進捗・実施状況を取りま
とめ、コンプライアンス委員
会で協議し、常務会報告後、
理事会に四半期毎に報告し
ます。 

・営業店の法令等遵守状況の確
認のため、点検項目を定め、
年1回以上の臨店を担当部署
が実施します。 
 

・コンプライアンス・マニュア
ルの改正、平成 17 年度版コ
ンプライアンス･プログラム
の策定を行います。 

・各四半期毎のコンプライアン
ス・プログラムの進捗・実施
状況をコンプライアンス委
員会で協議し、常務会報告
後、理事会に報告します。

・営業店の法令等遵守状況の確
認のための臨店を行います。

・コンプライアンス・マニュア
ル、コンプライアンス・プロ
グラムの見直しの検討を行
います。 

・コンプライアンス・
マニュアルの改正、
平成 18 年度版コン
プライアンス･プロ
グラムの策定を行
います。 

・各四半期毎のコンプ
ライアンス・プログ
ラムの進捗・実施状
況をコンプライア
ンス委員会で協議
し、常務会報告後、
理事会に報告しま
す。 

・営業店の法令等遵守
状況の確認のため
の臨店を実施しま
す。 

・コンプライアンス・
マニュアル、コンプ
ライアンス・プログ
ラムの見直しの検
討を行います。 

・法令の改正と担当部署名変更などに対応し、
コンプライアンス・マニュアルを改正し、金
庫諸規程の整備と研修体制の充実を重点項
目とした平成 17 年度版のコンプライアン
ス・プログラムを策定しました。これらを平
成 17年 5月のコンプライアンス委員会で審
議し、常務会報告後、理事会承認を受け、全
部店に理事長通達で通知しました。 

・四半期毎のプログラムの進捗・実施状況を
平成１７年 5月、7月、10 月、平成 18年 1
月のコンプライアンス委員会で協議し、平
成 17 年５月、8 月、11 月、平成 18 年 1 月
に開催の理事会で報告しました。 

・法務調査室にて、すべての営業店の法令等
遵守状況について点検・確認を臨店して行
い、法令等遵守違反行為がないことを確認
しました。 

・コンプライアンス・マニュアル、同プログ
ラムの下期見直しを行い、プログラムについ
ては、諸規程を追加して整備する変更を行
い、コンプライアンス委員会で審議し、常務
会承認を受け、平成 17年 10 月に全部店へ理
事長通達で通知しました。 

・各四半期毎のプログラムの進捗・
実施状況を平成 17年 10 月、平成
18年1月のコンプライアンス委員
会で審議し、平成 17年 11 月、平
成 18 年 1 月に開催の理事会で報
告しました。 

・法務調査室にて、平成 17 年度下
期は 16 店舗を臨店し、11 の点検
項目について点検・確認を行い、
法令等遵守違反行為がないこと
を確認しました。 

・コンプライアンス・マニュアル、
同プログラムの下期見直しを行
い、プログラムについては、諸規
程を追加して整備する変更を行
い、コンプライアンス委員会で審
議し、常務会承認を受け、平成 17
年 10 月に全部店に理事長通達で
通知しました。さらに、平成 18
年 2 月には 18 年度の見直し作業
を開始しました。 

 

 

 

 
 

（その２）適切な顧客情報の管理・取扱いの確保 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・取扱規則や事例に基づく職場
内研修を実施します。 

・臨店により、取扱い状況把握
と周知徹底を図ります。 

・不正プログラム発見システム
などの管理システムの充実
を図ります。 

・漏洩等に対する訓練を実施し
ます。 

・他金融機関等の発生事故分析
を行うことにより、適切な顧
客情報の管理・取扱いの確保
を図ります。 

・職場内勉強会を実施します。
・臨店による取扱い状況把握と
周知徹底を図ります。 

・不正プログラム発見システム
を構築します。 

・漏洩等に対する訓練を実施し
ます。 
 

・前年度の取組実績の
検証を行う一方、継
続して実施していき
ます。 

・他金融機関等の発生
事故分析を行うこ
とにより、適切な顧
客情報の管理・取扱
いの確保を図りま
す。 

・各部署にて四半期ごとに 1 回職場内研修を
開催するとともに、営業店に対して事務担
当役席者会議（平成 17年 7月・9月開催）
を通じて「システム運用管理マニュアル」
の具体的注意事項について説明しました。

・平成 17年 5月に個人情報利用の明示状況、
個人パソコンの持込状況、電子記憶媒体の
管理状況等の確認と周知徹底を図るため
に全店の臨店を開始しました。 

・パソコン内の不正プログラムを発見するシ
ステムを構築し、平成 17 年 9 月から稼働
を開始しました。 

・他金融機関等での発生事故（58 事例）の
分析を行いました。 

・不正プログラム発見システムにより各パソ
コン内のフォルダを検証し不正なプログ
ラムがインストールされてないことを確
認しました。 

・パソコン廃棄時のデータ消去ソフトを平成
18年 2月に導入しました。 

・情報漏洩対策ソフトの機能を利用した「情
報漏えい発生時の調査作業マニュアル」を
作成し、平成 18 年 3 月に訓練を実施しま
した。 

・個人情報利用の明示状況、個人パ
ソコンの持込状況、電子記憶媒体
の管理状況等の確認と周知徹底
を図るための臨店を実施しまし
た。（17年 12 月、18 年 1月） 

・他金融機関等での発生事故（58事
例）の分析を行いました。また、
発生事故事例の勉強会を実施し、
帳表類の受渡方法の見直しやパ
ソコンを修理のため金庫外に持
出す場合の手順を明確化しまし
た。 

・不正プログラム発見システムによ
り各パソコン内のフォルダを検
証し不正なプログラムがインス
トールされてないことを確認し
ました。 

・パソコン廃棄時のデータ消去ソフ
トを平成 18 年 2 月に導入しまし
た。 

・情報漏洩対策ソフトの機能を利用
した「情報漏えい発生時の調査作
業マニュアル」を作成し、平成 18
年 3月に訓練を実施しました。 

 
 

（豊 橋 信 用 金 庫） 
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実施スケジュール 進 捗 状 況 
項    目 具体的取組策 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 17 年度 17年 10月～18年 3月 
備  考 

２．経営力の強化       

(5) ＩＴの戦略的活用       

 （その１）ＩＴの戦略的活用 
  ・ ビジネスモデル等の状況に応じたＩＴの戦略的

活用 
 
 

・ＦＴＦ回線統合等インフラ整
備を行います。 

・口座振替データ等の伝送手順
の拡充（ＦＴＰ）を図る。 

・共同センターシステム「情報
統合システム」についての検
討を行っていきます。 

・稟議処理のワークフロー化を
検討します。 

・インターネットバンキングの
取組みを検討します。 

・電算機のサーバーへの置換え
（システム再構築）準備を行
います。 

・ＦＴＦ回線統合等インフラ整
備を行います。 

・サーバーシステムの概要設計
を開始します。 

・インターネットバンキングの
取組みを検討します。 

・データ伝送手順の拡
充（ＦＴＰ）を行い
ます。 

・新オンライン端末機
導入に合わせた新機
能の検討を行いま
す。 

（情報統合システム、
印鑑照合システム
等） 

・融資稟議書などの稟
議処理のワークフロ
ー化を検討します。

・サーバーシステムの
詳細設計を開始し、
設計終了後、サーバ
ー確認用システムの
構築と確認試験を行
います。 

・平成 17 年 9月にインターネット接続形態を
変更し高速化を図るとともに、ファイアウ
ォールを設置しセキュリティの強化などの
インフラ整備を行いました。 

・インターネットバンキングについて、共同
事務センターシステムの分析や他金庫の
情報収集に着手しました（17年 9 月）。そ
の後、平成 18年度からの取扱開始に向け、
マニュアルや環境作成等の作業を完了し
ました（18年 3月）。 

・ＦＴＦの回線統合については回線の切替を
完了しました（18年 3月）。 

・システムのサーバー化にあたって現行ホス
トシステムの問題点を中心とした分析を行
いました。 

・現行機器の性能や資源（ソフト含む）等、
システム開発環境の調査を行いました。 

・候補とした新システムのプログラム言語の
検証を開始しました。 

・インターネットバンキングについ
て、平成 18年度からの取扱開始に
向け、マニュアルや環境作成等の
作業を完了しました（18年 3月）。 

・ＦＴＦの回線統合については回線
の切替を完了しました（18 年 3
月）。 

・システムのサーバー化にあたって
現行ホストシステムの問題点を中
心とした分析を行いました。 

・現行機器の性能や資源（ソフト含
む）等、システム開発環境の調査
を行いました。 

・候補とした新システムのプログラ
ム言語の検証を開始しました。 

 

 

 

(6) 協同組織中央機関の機能強化       

 

 ① 市場リスクや収益性確保への対応としての市場リ
スク管理態勢等の強化 

 

・信金中央金庫の「信用金庫経
営力強化制度」を活用しま
す。 

・信金中央金庫が提供する収益
を還元する機能等の活用を
検討します。 

・市場関連リスク管理態勢につ
いては、毎月リスク量を算出
（市場リスク総括表）して常
務会に報告する一方、リスク
管理委員会にて協議、検討し
ていくとともに、理事会にも
報告していきます。 

・市場関連リスクの許容限度額
を設定し、リスク管理の高度
化を図ります。 

・信金中央金庫の「信用金庫経
営力強化制度」を引続き活用
していくとともに、信金中央
金庫が提供する収益を還元
する機能等の活用を検討し
ます。 

・市場関連リスク管理態勢につ
いては、毎月リスク量を算出
（市場リスク総括表）して常
務会に報告する一方、リスク
管理委員会にて協議、検討し
ていくとともに、理事会にも
報告していきます。 

・市場関連リスクの許容限度
額を設定し、その余裕状況を
算出して、リスク管理の高度
化を図ります。 

・前年度の取組みを継
続するとともに、取
組実績を検証し、そ
れを踏まえた効果的
な施策を検討しま
す。 

・信金中央金庫より、平成 17年 3月期の当金
庫の経営状況等についての経営分析を受け
るなど、「信用金庫経営力強化制度」の活用
を図りました。また、余裕資金の運用効率
向上のため、信金中央金庫の提供する「Ｓ
ＣＢ延長特約付定期預金」や「特別定期預
金」の預入を行いました（17年 12 月）。

・市場リスクのリスク量を算出し、「市場リ
スク総括表」にて毎月常務会に報告すると
ともに、平成 17年 5月より理事会に報告、
リスク管理委員会にて協議・検討を開始し
ました。 

・平成 17 年 6 月に、平成 17 年度の市場リス
クへの配賦自己資本額（「許容リスク限度
額」）を設定し、以後、その余裕状況につい
て、毎月常務会に報告するとともに、リス
ク管理委員会にて協議・検討を行いました。

・余裕資金の運用効率向上のため、
信金中央金庫の提供する「ＳＣＢ
延長特約付定期預金」や「特別定
期預金」の預入を行いました（17
年 12 月）。 

・市場リスクのリスク量について、
「市場リスク総括表」にて、2 カ
月に一度理事会への報告をしま
した（17年 11 月、18 年 1月、18
年 3月）。 

・市場関連リスクについて、毎月「許
容リスク限度額の余裕状況」を常
務会にも報告するとともに、リス
ク管理委員会（17年 10 月、18 年
1月）で協議・検討を行いました。 

 

 
（豊 橋 信 用 金 庫） 



 16

実施スケジュール 進 捗 状 況 
項    目 具体的取組策 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 17 年度 17年 10月～18年 3月 
備  考 

３．地域の利用者の利便性向上       

(1) 地域貢献等に関する情報開示       

（その１）地域貢献等に関する情報開示 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・従来からの地域貢献等に関す
る情報開示を継続するととも
に、中小企業金融の再生のた
めに取扱いを開始した融資商
品（「とよしん創業支援ロー
ン」、「とよしんビジネスロー
ン」等）の取扱い実績につい
ても、ディスクロージャー誌
等にて情報開示を行います。

・平成 17 年度から平成１８年
度にかけ、豊橋市制 100 周年
事業へ地元金融機関として参
画していくとともに、駅前出
張所に豊橋市制 100 周年に因
んだ電照看板を設置し、豊橋
市中心市街地活性化に向けた
貢献を行います。 

・毎月行っている営業店紹介ビ
デオに、当金庫の地域貢献活
動を紹介します。 

・現在行っている地域貢献活動
が会員や地域の皆様に対して
どのように役立っているのか
を再確認し、今後の活動に反
映させていきます。 

・全国信用金庫協会から示さ
れた開示方法等を踏まえ、開
示項目及び説明方法を検討
し、情報開示を行います。 

・中小企業金融の再生のために
取扱いを開始した融資商品
（「とよしん創業支援ロー
ン」、「とよしんビジネスロー
ン」等）の取扱い実績につい
て、ディスクロージャー誌等
にて情報開示を行います。 

・駅前出張所に豊橋市制 100
周年に因んだ電照看板を設
置し、豊橋市中心市街地活性
化に向けた貢献をしていく
など、豊橋市制 100 周年事業
へ地元金融機関として参画
していきます。 

・平成 17 年 10 月発行予定の
半期ディスクロージャー誌
にて、地域貢献活動について
の情報開示を行います。 

・「とよしんクラシックコンサ
ート」を開催します。 

・毎月行っている営業店紹介
ビデオに、当金庫の地域貢献
活動を盛り込んで紹介しま
す。 

・現在行っている地域貢献活
動が会員や地域の皆様に対
してどのように役立ってい
るのかを再確認し、今後の活
動に反映させていきます。 

・本計画の進捗状況の
公表や２００６年デ
ィスクロージャー誌
にて地域貢献活動に
関する情報開示を行
います。 

・中心市街地活性化
に向けた新たな経
済的貢献と豊橋市
制100周年の事業内
容への、地元金融機
関として更なる参
画について検討し
ます。 

・「とよしんクラシッ
クコンサート」、あ
るいはその他の文
化貢献の実施を検
討します。 

・平成 18 年 10 月発
行予定の半期ディ
スクロージャー誌
にて、地域貢献活動
についての情報開
示を行います。 

・中小企業金融の再生のために取扱いを開始
した融資商品（「とよしん創業支援ローン」、
「とよしんビジネスローン」等）の取扱い
実績について、2005 年版ディスクロージャ
ー誌およびホームページにてその実績を開
示しました（7月）。 

・豊橋市制 100 周年記念事業の映画製作への
寄付など、市制 100 周年事業へ地元金融機
関として参画しました。また、平成 17 年
9月13日に開店した駅前出張所に市制100
周年に因んだ電照看板に設置し、豊橋市中
心市街地活性化に向けた貢献しました。 

・平成 17 年 9月より、当金庫の豊橋市制 100
周年記念事業参画などの地域貢献活動につ
いて、営業店での放映ビデオにて紹介した。

・「第 10回とよしんクラシックコンサート」
を開催しました（11月 12 日）。 

・平成 18 年 1 月に開催した「総代懇談会」
にて、当金庫の地域貢献活動などについて
説明を行うとともに、その内容について地
元紙にて公表しました。 

・「第 10 回とよしんクラシックコン
サート」を開催しました（11月 12
日）。 

・平成 18 年１月に開催した「総代
懇談会」にて、当金庫の地域貢献
活動などについて説明を行うとと
もに、その内容について地元紙に
て公表しました。 

 

 

 

 
 

（その２）充実した分かりやすい情報開示の推進 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・相談窓口の設置を行います。
・相談等の担当部署・住所・電
話番号・ＦＡＸ・Ｅメールア
ドレスをホームページに掲
載します。 

・利用者の利便性向上のため、
顧客からよくある質問・相談
等の回答事例を作成して、ホ
ームページへ掲載していき
ます。 

･平成17年9月に旧駅前支店跡
地に「お客様相談所」を設置
します。 

・相談等の担当部署・住所・電
話番号・ＦＡＸ・Ｅメールア
ドレスをホームページに掲
載します。 

・よくある質問・相談等の回答
事例を作成してホームペー
ジへ掲載していきます。 

・前年度の取組みを継
続するとともに、取
組実績を検証し、そ
れを踏まえた効果的
な施策を検討しま
す。 

･平成 17 年 9月 13 日、旧駅前支店跡地に相談
窓口として「お客様相談所」を設置して、
顧客の利便性向上を図りました。 

・相談等の担当部署・住所・電話番号・ＦＡ
Ｘ・Ｅメールアドレスをホームページに掲
載しました（17年 9月）。 

・ホームページへの「よくある質問・相談等
の回答事例」掲載に向け、準備を開始した。

・「よくある質問・相談等」として、顧客か
らあの質問等とその回答例をホームペー
ジへ掲載しました（18年 1月）。 

・「よくある質問・相談等」として、
顧客からの質問等とその回答例を
ホームページへ掲載しました（18
年 1月）。 

 
（豊 橋 信 用 金 庫） 
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実施スケジュール 進 捗 状 況 
項    目 具体的取組策 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 17 年度 17年 10月～18年 3月 
備  考 

３．地域の利用者の利便性向上       

(3) 地域の利用者の満足度を重視した金融機関経営の確立 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・総代および主要取引先に対
し、ディスクロージャー誌の
配布時に業況説明や意見収集
を行っています。また、総代
懇談会（臨時総代会）にて、
半期における当金庫の活動や
業況説明等を行うとともに、
地元紙にてその内容を公表し
ている活動を継続して行いま
す。 

・年１回、定期的に利用者満足
度アンケート調査を実施しま
す。 

・アンケート調査の結果を踏ま
えて、当金庫の経営へ反映さ
せ、その結果を公表していき
ます。 

・総代および主要取引先に対
し、ディスクロージャー誌の
配布時に業況説明や意見収集
を行います。また、平成 18
年 1 月に総代懇談会（臨時総
代会）を開催し、業況説明等
を行うとともに、地元紙にて
その内容を公表していきま
す。 

・地域の利用者に対し、利用者
満足度アンケート調査を実施
し、集計・分析を行い、改善
すべき項目があった場合は改
善策を策定するなどして、当
金庫の経営へ反映させていき
ます。また、その結果を公表
していく準備を行っていきま
す。 

･平成17年度に実施し
たアンケート結果に
基づき経営へ反映さ
せた事項等につい
て、公表していきま
す。 

・総代および主要取引
先に対し、ディスク
ロージャー誌の配布
時に業況説明や意見
収集を行います。ま
た、平成 19年 1月に
総代懇談会（臨時総
代会）を開催し、業
況説明等を行うとと
もに、地元紙にてそ
の内容を公表してい
きます。 

・地域の利用者に対
し、利用者満足度ア
ンケート調査を実施
し、集計・分析を行
い、改善すべき項目
があった場合は改善
策を策定するなどし
て、当金庫の経営へ
反映させていきま
す。 

・平成 17 年 7 月、2005 年版ディスクロージ
ャー誌の発行に伴い、当金庫役員が総代お
よび主要取引先に対し、ディスクロージャ
ー誌の配布時に業況説明や意見収集を行い
ました。 

・平成 17 年 8月に全国信用金庫協会より示さ
れた方針「利用者満足度の向上に向けた取
組みについて」に基づいて、利用者満足度
アンケートの調査項目・方法等について検
討を開始しました。 

・平成 18 年 1月に開催した「総代懇談会」に
て、当金庫の活動状況や業況等の説明等を
行うとともに、地元紙にてその内容を公表
しました。 

・利用者満足度アンケートを全営業店にて実
施（合計で 800 先の調査票を回収）しまし
た。その結果を集計・分析し、経営への反
映を検討しました（18年 2月）。 

・平成 18 年 1月に開催した「総代懇
談会」にて、当金庫の活動状況や
業況等の説明等を行うとともに、
地元紙にてその内容を公表しまし
た。 

・利用者満足度アンケートを全営業
店にて実施（合計で 800 先の調査
票を回収）しました。その結果を
集計・分析し、経営への反映を検
討しました（18年 2月）。 

  

(4) 地域再生推進のための各種施策との連携等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・「田原市新リサイクルセンタ
ー整備等事業」（ＰＦＩ事業）
に対して融資による支援を
行います。 

・「豊橋市資源化センター余熱
利用施設整備・運営事業」（Ｐ
ＦＩ事業）について、情報収
集を行い、融資による支援が
できるよう検討していきま
す。 

・田原市新リサイクルセンター
整備等事業」（ＰＦＩ事業）
に対して融資による支援を
行います。 

・「豊橋市資源化センター余熱
利用施設整備・運営事業」（Ｐ
ＦＩ事業）について、事業者
等に対する関心表明書の提
出等をしていくとともに、情
報収集を行い、融資契約の締
結について検討していきま
す。 

・取組実績の検証を行
う一方、当地域にお
けるその他のＰＦＩ
事業について、継続
して情報収集を行い
ます。 

・「田原市新リサイクルセンター整備等事業」
（ＰＦＩ事業）に対して融資による支援を
行いました。 

「豊橋市資源化センター余熱利用施設整
備・運営事業」（ＰＦＩ事業）について情
報収集を行い、本事業に対するシンジケー
トローンの融資参加が決定しました。 

・「豊橋市資源化センター余熱利用

施設整備・運営事業」（ＰＦＩ事

業）について情報収集を行い、本

事業に対するシンジケートロー

ンの融資参加が決定しました。 

 

 
 

（豊 橋 信 用 金 庫） 
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実施スケジュール 進 捗 状 況 
項    目 具体的取組策 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 17 年度 17年 10月～18年 3月 
備  考 

４．進捗状況の公表 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・会員や地域の皆様がより理解
しやすいものとなるように、
全国信用金庫協会等から示
される開示方法や、他金融機
関の開示状況等を踏まえて、
継続してホームページ等で
公表します。 

・半期毎に、本推進計画の進捗
状況について、当金庫ホーム
ページにて公表すべく、全国
信用金庫協会から示される
開示方針等を踏まえ、開示項
目及び開示方法等について
検討します。 

・平成 17 年度上期の進捗状況
について、当金庫ホームペー
ジにて公表します。 

・平成 18 年 1 月開催予定の総
代懇談会（臨時総代会）にて、
業況説明等を行うとともに、
進捗状況の概要についても
説明をし、その内容を地元紙
に公表します。 

・他金融機関等の公表状況等を
参考に、開示項目及び開示方
法等を検討します。 

･平成 17 年度（および
平成 17 年度下期）
の進捗状況につい
て、ホームページに
て公表します。 

・全国信用金庫協会か
ら示される開示方
針、他金融機関等の
公表状況等を踏ま
え、平成 18 年度上
期の進捗状況をホ
ームページで公表
します。 

・平成 19 年 1 月開催
予定の総代懇談会
（臨時総代会）に
て、業況説明等を行
うとともに、進捗状
況の概要について
も説明をし、その内
容を地元紙に公表
します。 

・平成 17 年度上期の本推進計画の進捗状況
について、業界としての開示方針等が決定
していませんが、公表に向け、開示項目お
よび開示方法等について検討および準備
を開始しました。 

・平成 17 年度上期の進捗状況について、当
金庫独自の要約版（「項目」、「具体的取組
策」、「実施スケジュール」、「進捗状況」他）
を作成し、健全債権化等の強化に関する実
績も含めて、当金庫ホームページにて公表
しました（17年 12 月）。 

・平成 18 年 1 月に開催した「総代懇談会」
にて、当金庫の活動状況や業況等の説明行
うとともに、健全債権化等の強化に関する
実績など、進捗状況についても説明をし、
地元紙にてその内容を公表しました。 

・他金融機関のホームページでの進捗状況の
開示状況について、開示項目など当金庫と
同様であることを確認しました。 

・平成 17 年度上期の進捗状況につ
いて、当金庫独自の要約版（「項
目」、「具体的取組策」、「実施スケ
ジュール」、「進捗状況」他）を作
成し、健全債権化等の強化に関す
る実績も含めて、当金庫ホームペ
ージにて公表しました（17 年 12
月）。 

・平成 18 年 1 月に開催した「総代
懇談会」にて、当金庫の活動状況
や業況等の説明行うとともに、健
全債権化等の強化に関する実績
など、進捗状況についても説明を
し、地元紙にてその内容を公表し
ました。 

・他金融機関のホームページでの進
捗状況の開示状況について、開示
項目など当金庫と同様であるこ
とを確認しました。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（豊 橋 信 用 金 庫） 
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  経 営 改 善 支 援 の 取 組 み 実 績  

      

 【１７年度（１７年４月～１８年３月）】    

     （単位：先数） 

          

        

    

期初債務者数 うち 
経営改善支援取組み先 α αのうち期末に債務者区分がラ

ンクアップした先数 β 
αのうち期末に債務者区分が
変化しなかった先 γ 

  正常先 4,985 0   0 

うちその他要注意先 1,557 77 21 56 要
注
意
先 うち要管理先 7 3 1 2 

  破綻懸念先 319 20 1 19 

  実質破綻先 151 0 0 0 

  破綻先 48 0 0 0 

  合 計 7,067 100 23 77 

（注）・期初債務者数及び債務者区分は１７年４月当初時点で整理。 

   ・債務者数、経営改善支援取組み先は、取引先企業（個人事業主を含む。）であり、個人ローン、住宅ローンのみの先を含まない。  

   ・βには、当期末の債務者区分が期初よりランクアップした先数を記載。   

    なお、経営改善支援取組み先で期中に完済した債務者はαに含めるもののβに含めない。   

   ・期初の債務者区分が「うち要管理先」であった先が期末に債務者区分が「うちその他要注意先」にランクアップした場合はβに含める。  

   ・期初に存在した債務者で期中に新たに「経営改善支援取組み先」に選定した債務者については（仮に選定時の債務者区分が期初の債務者区分と異なっていたとしても）期初の債務者区分に従って整理すること。 

   ・期中に新たに取引を開始した取引先については本表に含めない。   

   ・γには、期末の債務者区分が期初と変化しなかった先数を記載。   

   ・みなし正常先については正常先の債務者数に計上のこと。    

（豊橋信用金庫）
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公表数値目標の達成状況（１７年４月～１８年３月） 
        

公表数値目標 

（注 2） 
実 績 評 価 

  
公表数値目標の内容 18 年 3 月末 

（17 年度中） 

目 標 

（注 3） 

19 年 3 月末 

（17～18 年度中） 

目 標 

（注 4） 

18 年 3 月末 

（17 年度中） 

実 績 

18 年 3 月末時点で

の目標に対する達

成状況の評価 

（注 5） 

「推進計画の進捗

状況（17 年度）」に

おいて達成状況を

公表（予定を含む）

している公表数値

目標 

（注 6） 

備  考 

 経営改善支援(対象)先数 － １００先 １００先 ① ○   

 経営改善支援先のランクアップ先数 － ２５先 ２３先 ① ○   

 中小企業大学校への職員派遣数 － １名 1 名 ① ○   

 豊橋創造大学大学院への職員派遣数 － 1 名 1 名 ① ○   

 法令等遵守状況の確認のための臨店回数 1 回以上 1 回以上 １回 ② ○   

           

         

（注 1）本表の数値の記載に当たっては、数値の単位（百万円、億円、件、箇所等）も含めて記載すること。また、単位は公表数値目標の単位に統一して記載すること。 

（注 2）「公表数値目標」とは、「地域密着型金融推進計画」（以下「推進計画」）において公表した数値目標をいう。 

   公表数値目標について追加、見直し等を行っている場合は、追加、見直し等後の数値を記載すること。また、公表数値目標について追加、見直し等を行っている場合は、その旨備考欄に記載すること。 

（注 3）「18 年 3 月末（17 年度中）目標」については、各年度毎に公表数値目標を設定している場合は 18 年 3 月末（17 年度中）の公表数値目標を記載すること。なお、各年度毎に公表数値目標を設定していない場合は「－」を記載すること。 

（注 4）「19 年 3 月末（17～18 年度中）目標」については、各年度毎の公表数値目標を設定しているのみで、19 年 3 月末（17～18 年度）〔2 年間〕の公表数値目標を設定しない場合は「－」を記載すること。 

（注 5）「18 年 3 月末時点での目標に対する達成状況の評価」については、 

   ＜「18 年 3 月末（17 年度中）」の公表数値目標を設けている場合＞ 

    「目標を概ね上回り順調」の場合は「①」を記載、「目標に対し概ね順調」の場合は「②」を記載、「目標の達成に向け引き続き努力」の場合は「③」を記載すること。 

   ＜「18 年 3 月末（17 年度中）」の公表数値目標を設けていない場合＞ 

    「19 年 3 月末（17～18 年度中）の目標を概ね上回る見込みで順調」の場合は「①」を記載、「19 年 3 月末（17～18 年度中） 

（注 6）「『推進計画の進捗状況（17 年度）』において達成状況を公表（予定を含む）している公表数値目標」については、本報告期限の 5 月 15 日時点で、達成状況の公表（予定を含む）を行っているものに「○」を付すこと。 

 
（豊橋信用金庫） 

 


